
事業ごみの減量と資源循環を進めるため、
事業者の皆様にぜひ実践していただきたい
取組（指針）や、市内の事業所で実践されている、

具体的な優良事例等をまとめた

を作成しました！！

しまつのこころ条例に定める３つの事業者報告書制度※について、
上記「指針・事例集」の内容を踏まえて、
令和８年度から減量計画書や報告書の様式等を変更します。
※ ２Ｒ取組等事業者報告書制度、事業用大規模建築物減量計画書制度、特定食品関連事業者減量計画書制度

「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」

みんなに話したくなる みんなと始める 事業ごみ減量ニュースレター
“へらす”“わける”で
目指せ一歩先行く
ごみゼロ事業所！！ バックナンバーは

こちら

TEL:075-691-5517
無許可の業者（管理会社や清掃業者等）が
他人のごみを収集運搬・処分することは
違法です。〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65

E-mail : kumiai@k-kankyou.ne.jp
受付時間／9:00 ～17:00（月～金曜）事業系一般廃棄物のご相談は京都環境事業協同組合

ダウンロードはこちら

詳しくは、
本市ホームページ
をご確認ください
　　  ▼

　市内の事業所で実際に取り組まれている事例
も数多く掲載しています！ 環境への貢献だけで
なく、コスト削減や収益率アップ、事業者の
イメージ向上など、経営上のメリットとも合わせ
て紹介していますので、ぜひご覧ください！！

　京都市では、事業用大規模建築物の所有者など一定規模以上の事業者の
皆様に、ごみの発生量や減量に関する取組状況などの報告を義務付けています。
令和８年度以降、これまでの様式での提出はできませんので、ご注意ください。
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この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収等へ！

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。

「京都エコロジー・フィールドワーク」を開催しました！

京都市では、２Ｒ※活動及び分別・リサイクル活動を積極的に
行っている事業所を「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良事業所」
として認定するとともに、その中でも独自性・先進性等の点で特
に優れた事業所を「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良賞」として
表彰しています。令和７年度は、４つの事業所が受賞されました。

※ 原材料の効率的な使用、
長寿命製品の設計、使
い捨てプラスチックや
食品ロスの削減といっ
た「リデュース」、 シェア
リングサービス、中古品
の販売・利用といった
「リユース」のこと

令和７年度「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良賞」受賞事業所が決定しました！！

「２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良賞」
～ 受賞事業所 ～ 

・Umekoji Potel KYOTO
・コープ桃山
・コープ山科新十条
・JR西日本京都SC開発株式会社（京都ポルタ）

優良賞

～ 受賞事業所 ～ 

京都市　２R　優良賞

　京都市HPで優良賞受賞事業所の取組を
紹介していますので、是非、ご覧ください。

京都エコロジー・フィールドワーク

KES

○ 国際規格である ISO14001の基本コンセプトを生かしながら、シンプルで分かりやすい
○低コストで、あらゆる規模・業種で取り組みやすい
○ KES 審査員がアドバイザーとして、環境経営の推進を伴走支援
○ 省エネ・省資源・リサイクル等の取組の推進により、コストダウンが可能
○社会的評価や信用力が向上し、取引等で有利になる　など

　京都市には、KES を取得している事業者に対する「雇用・環境経営促進金利優遇制度」
（中小企業者等が対象）や「2R 及び分別・リサイクル活動優良事業所認定制度」での加点
評価、「京都環境賞特別賞（KES 推進賞）」での表彰等があります。

　KES（KES・環境マネジメントシステムスタンダード）は、京都発の環境マネジメントシステム
であり、SDGs（持続可能な開発目標）など、環境経営の推進に役立ちます。

　大学生等と一緒にサーキュラーエコノミーに向けた取組に
ついて意見交換しました。
　多くの参加者の方から資源循環の取組に共感いただきま
した。詳しくは、「京さんぱいポータル」の
実施報告のページをご覧ください。

特  徴

「KES」を取得し、自社の魅力アップにつなげませんか？

メリット

KESの詳細はこちら

実施報告の
ページはこちら

加熱式
たばこ

 ハンディ
掃除機携帯電話タブレット

モバイル
バッテリー

ワイヤレス
イヤホン

 ハンディ
扇風機

リチウムイオン電池などの 充電式電池や充電式の電化製品

「分別するのがめんどくさい」
「少しくらい大丈夫」
　が大きな事故につながります！

リチウムイオン電池が原因で令和８年1月に
本市のごみ処理施設で火災が発生！！

産業廃棄物として分別のうえ適正に処理をお願いします。
これらの製品は事業系一般廃棄物（燃やすごみ）として
排出できません。

電気
シェーバー

携帯・家庭用
ゲーム機

デジタル
カメラ

令和
７年度


